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補助金を申請及び受給される皆様へ
一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下「ＳＩＩ」という。）が取り扱う補助金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその

適正な執行が強く求められます。当然ながら、ＳＩＩとしても厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いた
します。
本事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）」、ＳＩＩが定める「令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅・集
合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業）」交付規程（以下「交付規程」という。）をよくご理解の上、また下記の点についても十分にご認識
いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

１ 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。

２
偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、ＳＩＩとして、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。なお、事業に係る取引
先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から
取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。

３
２の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）
を加えた額をＳＩＩに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。また、ＳＩＩから新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置をとるとともに当該事業者の名称
及び不正の内容を公表することがあります。

４
補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、刑事罰等を科す旨規定されています。補助事業を行うにあたっては、その執行が適切、かつ
有効に行われるよう、関係法令、交付規程等を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって事業を遂行していただきます。

５ ＳＩＩから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の交付対象とはなりません。

６
補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、もしくは補助事業の一部を第三者に委託し又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額
１００万円未満のものを除く）にあたっては、環境省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません（補助事業
の実施体制が何重であっても同様）。

７

補助金で取得又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を、当該取得財産等の処分制限期間※１内に処分※2しようとするときは、事前に処分内容等について
ＳＩＩの承認を受けなければなりません。また、その際補助金の返還が発生する場合があります。なお、ＳＩＩは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあり
ます。
※1 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）に定める年数）の期間をいう（以下
同様）。
※2 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し又は担保に供することをいう。

８
補助事業に係る資料（申請書類、ＳＩＩ発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類）は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む）の日の属する年度の終了後６年間いつ
でも閲覧に供せるよう保存してください。

９ ＳＩＩは、交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をＳＩＩのホームページ（以下「ＺＥＨ Ｗｅｂ」という。）等で公表することがあります（個人・個人事業主を除く）。

１０
ＳＩＩが会計検査院（国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する
職責を果たしている機関）から検査を受ける際には、ＳＩＩの補助事業者等に対しても、会計検査院による実地検査等が及ぶことがあります（補助事業の終了後も含む）。
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１．はじめに

１ｰ１．用語集

本公募要領における用語について、「説明」に記載の内容とする。

用語 説明

申請者／補助事業者
本補助金の申請をする者。

交付決定前は申請者、交付決定後は補助事業者となる。

連絡窓口 手続きに関する連絡の窓口となる者。

ＢＥＬＳ 建築物省エネルギー性能表示制度（第三者評価を受けているものに限る）。

エネルギー消費性能計算プログラム

（ＷＥＢプログラム）

国立研究開発法人建築研究所が公表している建築物のエネルギー消費性能を計算するプログラムデータ。

地域や住宅・非住宅の建物用途、床面積、日射地域区分などの基本情報に外皮や暖房などの情報を組み合わせて

設計一次エネルギー消費量、基準一次エネルギー消費量を計算することができる。

UA値

• 外皮平均熱貫流率（住宅の断熱性能を表す数値）。

• 建物外周部の熱損失の合計を外皮等面積の合計で除した値。

• UA値が大きいほど断熱性が低く、UA値が小さいほど断熱性能が高くなる。

ηＡＣ値

• 冷房期の平均日射熱取得率。

• 単位日射強度あたりの日射により建物内部で取得する熱量を冷房期間で平均し、外皮等面積の合計で除した値。

• ηＡＣ値が小さいほど住宅内に日射が入りにくく、遮熱性が高い。

１ｰ２．アイコンの説明

本公募要領では、以下のアイコンを用いて記載内容を書き分けているため、申請内容にあわせて確認すること。

個人

法人 ・・・法人申請について記載

・・・個人申請について記載
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２ｰ１．事業趣旨

２ｰ２．補助事業名

２ｰ３．申請区分及び事業規模

2. 事業概要
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既存住宅のＺＥＨ化改修促進支援事業のうちＺＥＨリノベ事業は、既存住宅の断熱改修（外皮性能の向上）及び高効率設備の導入を支援する

ことにより、既存住宅の省エネルギー性能をＺＥＨ水準（断熱等性能等級５相当かつ一次エネルギー消費量削減率２０％以上）へ引き上げる

ことを目的とするものである。これにより、家庭部門におけるエネルギー消費量及びＣＯ２排出量の削減を図るとともに、室内温熱環境の

改善による居住者の健康の維持及び増進、良質な住宅ストックの形成、中古住宅市場の活性化並びに地域経済の活性化に寄与することを目指

す。

２０２０年１０月に、我が国は２０５０年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、２０２１年には２０３０年度における温室

効果ガス排出量を２０１３年度比４６％削減する目標を掲げた。これらの目標の達成に向けた対策は、地球温暖化対策計画に基づき総合的

かつ計画的に推進されている。

２．事業概要

２ｰ１．事業趣旨

住宅・建築物分野は、我が国の最終エネルギー消費の約３割を占める民生部門の中でも大きな割合を占めており、カーボンニュートラルの

実現及び温室効果ガス排出削減目標の達成のためには、住宅分野における省エネルギー対策の強化が不可欠である。２０２５年４月には、

原則として全ての新築住宅及び非住宅建築物に対して省エネ基準適合が義務化されるなど、規制面において住宅・建築物の省エネルギー性能

の引上げが進められている。一方で、既存住宅ストックの多くは現行の省エネ基準を満たしておらず、住宅ストック全体の省エネルギー性能

の底上げが喫緊の課題となっている。

また、既存住宅の断熱性能不足は、エネルギーロスの増大のみならず、冬季のヒートショック等の健康被害や居住快適性の低下の要因とも

なる。このため、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けては、新築住宅の省エネルギー性能の向上に加え、既存住宅の省エネルギー

改修を推進し、住宅ストック全体の省エネルギー性能の向上を図ることが必要不可欠である。

◆ 「地球温暖化対策計画」については、環境省のホームページを確認すること。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html

◆ 「エネルギー基本計画」については、経済産業省資源エネルギー庁のホームページを確認すること。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/

◆ 「ＺＥＨの普及促進に向けた今後の検討の方向性について」については、経済産業省資源エネルギー庁のホームページを確認すること。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
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２．事業概要

２ｰ２．補助事業名

令和８年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（⼾建住宅・集合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業）のうち

既存住宅のＺＥＨ化改修促進支援事業

略称：令和８年度 ＺＥＨリノベ事業（以下「本事業」という。）

２ｰ３．申請区分及び事業規模

申請区分 予算額 想定採択件数

個人を対象

約１８．５億円 約１，４００件

法人を対象

個人

法人

本事業の申請区分及び事業規模は、下表のとおり。

なお、本事業は、予算の範囲内で交付決定を行う。申請額の合計が予算額に達した場合、公募期間中であっても申請受付を終了する。

補助事業名 ZEH診断事業 対象外 ZEHリノベ事業

対象住宅 既存の戸建住宅又は集合住宅の住戸 ー

既存の戸建住宅又は集合住宅の住戸

（原則2016年3月31日以前に建築された住宅又は

現況がZEH基準未達成の住宅）

対象事業 住宅のエネルギー性能を定量的に把握する省エネ診断 ー
• 必須工事＝断熱改修

• 任意工事＝高効率設備

補助方式 定率補助（補助対象経費の１／３） ー 定額積上げ方式

補助上限
• ＢＥＬＳ取得あり：２５万円／戸

• ＢＥＬＳ取得なし：２０万円／戸
ー ２５０万円／戸

省エネ診断 改修実施※改修プラン策定 本事業

※本事業への申請にあたり、ＺＥＨ診断事業の事前申請は必須ではない。ＺＥＨ診断事業を利用せず、直接本事業へ申請することが可能。
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３ｰ１．補助対象となる申請者

３ｰ２．補助対象となる住宅

３ｰ３．交付要件

３ｰ４．補助対象となる建材・設備

３ｰ５．補助対象経費

３ｰ６．補助額及び上限額

３ｰ７．他の補助金との調整

３ｰ８．本事業の支払い

３ｰ９．取得財産の管理等

３ｰ１０．交付決定の取消し、補助金の返還、罰則等

３ｰ１１．注意事項

３ｰ１２．個人情報の取得と利用について

3. 公募対象及び注意事項
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ１．補助対象となる申請者

本事業の申請者は、以下①～⑤のいずれかに該当する個人又は法人であり、かつ暴力団排除に関する誓約事項を遵守し、本事業の交付規程及び関係

法令を遵守できる者とする。また、申請者は、政府が推進する新しい国民運動「デコ活」の趣旨に賛同し、「デコ活宣言」又は「デコ活応援団への

参画」のいずれか、又はその両方を行っていること。

個人申請においては、日本国内に住民票を有する個人であること。なお、財産処分制限期間中における本事業の目的に沿った適正な管理・運用を

担保するため、無期限の在留資格（「特別永住者」「永住者」「高度専門職２号」のいずれか）を証明する公的書類の提出を求める場合がある。

個人

①

自己居住用として使用する者

• 改修する既存住宅の居住者、かつ、所有者となる個人であること。

• 改修する住宅に申請者が常時居住していること。ただし、交付申請時に居住しておらず改修後に居住予定の場合は、

完了実績報告時に当該住宅に居住することが確認できる住民票を提出すること。

• 改修する住宅を申請者が所有していること。ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、完了実績報告時に

当該住宅を所有していることが確認できる建物登記事項証明書を提出すること。

②

賃貸事業用として貸し出す者

• 賃貸の用に供する目的で改修する既存住宅の所有者となる個人であること。

• 改修する住宅に申請者自らが居住しないこと。改修後は速やかに賃貸住宅として供することとし、完了実績報告時に入居者募集の

事実が確認できる書類（募集図面やＷＥＢ掲載画面等）を提出すること。

• 改修する住宅を申請者が所有していること。ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、完了実績報告時に

当該住宅を所有していることが確認できる建物登記事項証明書を提出すること。
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３．公募対象及び注意事項

法人

③

買取再販事業者

• 宅地建物取引業の免許を有する法人であり、既存住宅を取得・改修し、販売する事業を行う法人であること。

• 補助事業の完了後、以下の要件を全て満たすこと。

A) 補助事業完了後、2年以内に専ら自ら居住する個人に対して当該住宅を販売し、所有権移転登記を完了させること。

なお、法人への販売又は別荘・セカンドハウス等としての利用を目的とする者への販売は認められない。

B) 購入者への住宅の引渡しは、必ず補助事業者が補助金を受領した後に行うこと。補助金の受領前に引渡しが行われたこと

が判明した場合、当該申請は適格性を欠くものとして取下げとなる。

C) 期限内に販売実績を証する書類（住民票及び登記事項証明書等）が提出されない場合、又は上記要件への抵触が確認され

た場合、ＳＩＩは受給した補助金の全額返還を求める。

• 改修する住宅を申請者が所有していること。ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、完了実績報告時

までに当該住宅を所有し建物登記事項証明書を提出すること。

④

賃貸事業者

• 賃貸の用に供するために既存住宅を所有し、改修する法人であること。

• 改修後は速やかに賃貸住宅として供することとし、完了実績報告時に入居者募集の事実が確認できる書類（募集図面やＷＥＢ掲載

画面等）を提出すること。

• 改修する住宅を申請者が所有していること。ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、完了実績報告時

までに当該住宅を所有し建物登記事項証明書を提出すること。

⑤

社宅の所有者

• 従業員の生活拠点として居住の用に供する社宅を所有し、改修する法人であること。

• 改修後は速やかに従業員の居住用社宅として供すること。完了実績報告時に、当該物件が福利厚生施設として運用されることが

確認できる書類（社宅利用規程、福利厚生規程、又は利用計画書等）を提出すること。

• 改修する住宅を申請者が所有していること。ただし、交付申請時に所有しておらず申請後に所有予定の場合は、完了実績報告時

までに当該住宅を所有し建物登記事項証明書を提出すること。

法人申請においては、日本国内に登記されている法人（個人事業主を含む）であり、本事業の業務に意欲を有し、本事業の安定的運営を図れる資力、

実績等を有すること。
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ２．補助対象となる住宅

以下①～⑥の要件を満たす既存住宅（⼾建住宅及び集合住宅の住⼾）を対象とする。なお、集合住宅の場合は「専有部分」の改修に限る。

①
建築基準法に基づく検査済証に記載された「交付年月日」、又は当該情報の記録を含む台帳記載事項証明書に記載された「検査済証交付年月

日」から起算して１年以上が経過した建築物、又は建築後、現在もしくは過去に人が使用・居住した実績がある建築物であること。

②

以下のいずれかを満たすこと。なお、未登記物件その他権利関係が公的書類により確認できない住宅は、補助対象外とする。

A)２０１６年３月３１日以前に建築された住宅。

B)２０１６年４月１日以降に建築された住宅であり、現況がＺＥＨ水準（断熱等性能等級５相当の外皮性能かつ一次エネルギー消費量削減率

２０%以上）を満たしていないことが、第三者機関による省エネ性能表示（ＢＥＬＳ等の第三者認証を受けているものに限る。以下「ＢＥＬＳ」

という。）、省エネ基準適合判定通知書、建築士が記名・押印した現況の省エネルギー性能計算書、又は本事業と連携する「ＺＥＨ診断

事業」において発行された「診断結果報告書」のいずれかの公的・技術的書類によって証明できる住宅。

③

• 専ら居住の用に供する専用住宅、又は住宅部分の床面積が延べ床面積の２分の１以上を占める店舗併用住宅等であること。

• 建物登記事項証明書における用途は原則「居宅」とする。交付申請時に店舗等であっても、完了実績報告時までに居宅への用途変更登記が

完了すれば対象となる。当該変更や改修で建築基準法上の確認申請を要する場合は、完了実績報告時に確認済証及び検査済証を提出する

こと。また、店舗等併用住宅の補助対象経費や性能算定は住宅部分の改修に限定し、当該部分単独でＢＥＬＳを取得すること。※

④
１９８１年６月１日以降に施行された新耐震基準に適合していること。旧耐震基準の住宅においては、本事業の完了時までに新耐震基準を満た

すための耐震改修工事を実施するとともに、当該住宅が新耐震基準に適合していることについて、公的な第三者証明書（検査済証、耐震基準

適合証明書、建設住宅性能評価書等）を取得し、完了実績報告時に提出すること。

⑤ 本事業の申請は、住宅１戸ごとに行うものとし、複数の住戸又は複数の物件をまとめて申請する一括申請は認めない。

⑥
本事業における申請単位は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく省エネルギー性能表示制度における住戸単位の評価

書を基準とする。このため、ＢＥＬＳの住戸評価に係る評価書１件につき１申請とする。

個人 法人

※ 申請時点において空き家となっている倉庫、事務所等を「住宅」としての用途に変更するリノベーション工事についても、改修後の用途が「住宅」となる場合は補助対象

として認める。
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ３．交付要件

本事業の交付を受けるためには、以下の工事を実施し、目標性能を達成するとともに、事後要件を遵守すること。

①

以下の断熱改修工事について、いずれか一つ（一部位以上）を実施すること。

A)外壁、屋根・天井、床・基礎のいずれかに対する断熱材の施工

B)内窓設置、外窓交換、ドア交換（断熱ドア）のいずれかの施工

②

• 交付決定通知日以降に、本事業に係る契約（工事請負契約又は売買契約）締結及び工事着手を行うこと。工事着手には、既存の建材・設備

の撤去、住宅の解体、及びそれらの処分等の準備工事も含まれるものとする。なお、交付決定日以降に契約が締結されたことを示す当該

契約書の写しを完了実績報告時に提出すること。

• 交付決定前の契約・着工は、いかなる理由があっても補助対象外（申請の取下げ又は交付決定の取消し）とする。

③

改修後の住宅は、住宅一戸を単位として評価し、以下に定める二つの性能基準の両方を満たすこと。当該性能は、ＢＥＬＳにより確認するもの

とし、当該評価書は完了実績報告時に提出すること。なお、交付申請時においては、改修後の住宅が当該性能基準を満たすことを示す

省エネルギー性能計算書を提出すること。

A)改修後の住宅は、補助対象住宅の建設地の地域区分に応じて定める断熱等性能等級５相当以上の外皮性能を満たすこと。当該外皮

性能は、外皮平均熱貫流率（ＵＡ値）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値）が、それぞれ当該地域区分における断熱等性能等級５

相当の基準値以下であることにより確認するものとする。※１

B)設計一次エネルギー消費量が、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から２０％以上削減されていること。

なお、省エネルギー性能計算は国立研究開発法人建築研究所が公開する「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版ＷＥＢプログラ

ム）」（以下「Ｗｅｂプログラム」という。）を用いて行うものとする。 ※２

※１ 地域区分８地域においては、冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値）の低減に寄与する窓等開口部の改修を実施した上で、当該ηＡＣ値が基準値以下となることを

もって、本要件を満たすものとする。

※２ エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令 第１号）

（以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。）」に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調（暖房・冷房）、給湯、換気、照明に係る各設備に関する

一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除く。

個人 法人
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３．公募対象及び注意事項

共通

④

本事業は、住宅における実際のエネルギー消費実態等を定量的に把握・検証することも事業の目的としている。補助事業者は、

補助事業完了後２年間（買取再販事業においての事業継承者にあっては入居後から２年間）、ＳＩＩが実施するエネルギー使用データ等の

報告である「定期報告アンケート（ＺＥＨリノベ実態調査）」に協力し、回答すること。ただし、当該住宅の取り扱いが以下のいずれかに該

当する場合は、それぞれに定める対応を行うこと。

個人

自己居住用

補助事業完了後２年間、補助事業者が定期報告アンケートに回答すること。

賃貸事業用

補助事業完了後２年間、補助事業者が定期報告アンケートに回答すること。なお、入居者におけるエネルギー使用データ等の提出は

求めないものとする。

法人

買取再販事業者

定期報告アンケートへの協力及びデータ提出に関する事項を、購入者に対する「重要事項説明書」の中に明記し、書面で同意を得ること。

実際のアンケート回答は、事業継承者となる購入者が入居後から２年間行うものとする。

賃貸事業者

補助事業完了後２年間、補助事業者が定期報告アンケートに回答すること。なお、入居者におけるエネルギー使用データ等の提出は

求めないものとする。

社宅の所有者

補助事業完了後２年間、補助事業者が定期報告アンケートに回答すること。なお、入居者におけるエネルギー使用データ等の提出は

求めないものとする。
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ４．補助対象となる建材・設備

本事業では、設備機器ごとの個別性能要件による一律の基準は設けず、改修後の住宅全体として所定の省エネ性能を達成することを基本要件とする。

なお、本事業において補助対象とする建材及び設備の範囲は以下に定めるとおりとし、補助対象として使用する建材及び設備は新品であること。

設備等の種類
改修
要件

要件となる基準

ＢＥＬＳ ●
補助対象住宅がＺＥＨ水準（断熱等性能等級５相当の外皮性能、かつ、基準一次エネルギー消費量に対し、再生可能エネルギーを除き設計一次エネ

ルギー消費量削減率２０%以上）であることを示すもの。

高断熱外皮

断熱材 ●※

外皮平均熱貫流率（ＵA値）及び冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ値）の算定において外皮性能の評価対象となる部位（集合住宅の住戸において

外気に接していない、隣戸や共用部等との境界となる壁・天井・床等を含む）について、当該計算に用いる製品を導入すること。

地域区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

外皮平均熱貫流率
（ＵＡ値）

０.４０以下 ０.５０以下 ０.６０以下 基準なし

窓・ドア等の開口部材 ●※ 冷房期の
平均日射熱取得率

（ηＡＣ値）
基準なし ３.０以下 ２.８以下 ２.７以下 ６.７以下

空調設備

冷房能力４.０ｋW未満

○

補助対象となる空調設備は、Ｗｅｂプログラムにおいて計算できる暖房設備及び冷房設備であり、かつ、そのエネルギー消費効率が同プログラム等

に基づく「（い）」区分を満たす高効率個別エアコンであること。

ただし、マルチエアコン等、機器の仕様や形状により当該区分が直接適用されない設備であっても、当該機器のエネルギー消費効率の性能値が

「（い）」区分と同等以上であることが、性能証明書等により確認できる場合に限り、補助対象とする。
冷房能力４.０ｋW以上

給
湯
設
備

電気ヒートポンプ給湯機

○
• Ｗｅｂプログラムにおいて計算できるいずれかの左記設備を導入する場合、補助対象とする。

• 従来型給湯機、従来型給湯温水暖房機は、補助対象外とする。

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機

燃料電池

ガス潜熱回収型給湯機

石油潜熱回収型給湯機

熱交換型換気設備
ダクト式

○ Ｗｅｂプログラムにおいて計算できる左記設備を導入する場合、補助対象とする。
壁付け式

凡例 ●：本事業で導入を必須とすること ○：補助対象として導入する場合は、要件を満たすこと

※ 断熱材の施工又は窓等開口部の断熱改修のいずれか一方、あるいは両方の実施を必須とする。なお、窓ガラス交換は本事業の断熱改修として認めず、補助対象外とする。

個人 法人
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ５．補助対象経費

本事業の補助対象経費は、補助対象住宅において本事業の目的に資する改修を実施するために必要な費用※１※２とし、その範囲は以下に定める

とおりとする。

なお、本事業の補助額は、改修工事に要した実費ではなく、工事内容に応じてあらかじめ定めた単価を積み上げて算定する「定額積上げ方式」に

より算定する。ただし、当該方式により算定された補助額が実際の改修経費を上回り、補助事業者に対する過度な利益供与とならないよう、

完了実績報告時に工事請負契約書等の提出を必須とする。

補助対象経費の区分 内容

既存住宅の省エネルギー性能を

ＺＥＨ水準へ向上させる改修事業

設計費 ＢＥＬＳ取得に係る経費

設備費 補助事業の実施に必要な建材・設備の購入に要する経費

工事費 補助事業の実施に必要な工事に要する経費

※１ 補助対象となる建材及び設備の導入に係る費用の中に補助対象外となる費用が含まれる場合は、補助対象部分と補助対象外部分を明確に区分した上で申請すること。

完了実績報告時には、出荷証明書、納品書、施工写真等により補助対象部分の導入及び施工の事実を確認する。同一契約又は同一工事に補助対象外費用が含まれる

場合は、見積書、契約書又は内訳書により補助対象部分を区分して確認できるものに限り補助対象とし、当該区分が確認できない場合は当該費用を補助対象外として

取り扱う。

※２ 補助事業者自らが建材等を購入し、自ら施工を行う「ＤＩＹ（自主施工）」に係る建材費及び工事費は補助対象外とする。

個人 法人
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３ｰ６．補助額及び上限額

補助額は、実施する工事内容に応じた定額単価の合計額とする。なお、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

①

補助上限額／下限額

• 上限額：２５０万円／⼾

• 下限額：１０万円／⼾

（注） 補助額の合計が１０万円未満の場合は、補助対象外とする。

②

補助単価

※１ 給湯機については、⼾建住宅「１⼾あたり最大２台まで」、集合住宅の専有部分「１⼾あたり最大１台まで」を上限とする。

※２ 空調設備については、⼾建住宅「１⼾あたり最大３台まで」、集合住宅の専有部分「１⼾あたり最大２台まで」を上限とする。

※３ 換気設備については、⼾建住宅「１⼾あたり最大５台まで」、集合住宅の専有部分「１⼾あたり最大２台まで」を上限とする。

区分 工事内容・設備 単位 補助単価

断熱材 外壁、屋根、天井、床、基礎 ㎡ 2,500円／㎡

窓
内窓設置 ㎡ 22,000円／㎡

外窓交換（カバー工法等） ㎡ 22,000円／㎡

ドア ドア交換 戸 50,000円／戸

給湯※１

エコキュート（電気ヒートポンプ給湯機） 台 60,000円／台

ハイブリッド給湯機
（電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機）

台 80,000円／台

エネファーム（燃料電池） 台 160,000円／台

エコジョーズ（ガス潜熱回収型給湯機） 台 30,000円／台

エコフィール（石油潜熱回収型給湯機） 台 30,000円／台

空調※２
エアコン（4.0kW未満） 台 20,000円／台

エアコン（4.0kW以上） 台 80,000円／台

換気※３
熱交換型（ダクト式） 台 50,000円／台

熱交換型（壁付け式） 台 30,000円／台

その他 ＢＥＬＳ取得 戸 20,000円／戸

定額積み上げ

改修内容に応じた単価積み上げ

補助額

㎡
断熱材・窓

箇所
ドア

台
設備

個人 法人

戸
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補助対象経費には、国からの他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる

資金を含む）と重複する対象費用を含めないこと。国からの他の補助金を重複受給した場合は、不正行為とみなし、当該補助金に係る交付決定の

取消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取消し対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた額を返還することになる。

• 他の補助金との併用については、補助対象に重複部分がなく、工事請負契約が別である場合は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の自主財源による補助金は併用可とする。

• 地方公共団体（地方自治体）の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方公共団体（地方自治体）に確認する

こと。

本事業に係る一連の工事の支払いは、原則現金払い（金融機関による振込）とすること。

手形払い等、不渡り、減額等が発生する可能性のある支払い方法は不可とする。

３．公募対象及び注意事項

３ｰ７．他の補助金との調整

３ｰ８．本事業の支払い

個人 法人

個人 法人
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３．公募対象及び注意事項

補助事業者は、補助を受けて取得し又は効用の増加した財産（取得財産等）については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意を

もって管理し（善管注意義務）、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

• 補助事業者は、補助対象建材又は設備の財産取得日（引渡受領日）から、当該建材又は設備ごとに定める処分制限期間内において、取得

財産等を処分（転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し又は廃棄をいう。）しようとするときは、あらかじめ「財産処分

承認申請書」をＳＩＩに提出し、その承認を受けなければならない。補助事業者がＳＩＩの承認を受けることなく取得財産等の処分を

行った場合、ＳＩＩは交付決定の全部又は一部を取消し、補助金の返還を求めることがある。この場合、返還を求める補助金には加算金

（年１０．９５％の利率）が付されることがある。

• ＳＩＩは、補助事業者が取得財産等の処分により収入を得た場合又は収入を得る可能性があると認められる場合には、その収入の全部

又は一部をＳＩＩに納付させることができるものとする。

３ｰ９．取得財産の管理等

【 補助対象住宅の販売における重要事項】

補助事業者が補助金の交付を受け、第三者への販売（有償譲渡を含む）が決まった際は、速やかに事業継承者へ補助事業を承継する手続きを

ＳＩＩに対して行うこと。その際、事業継承者に対し、「定期報告アンケートの提出」、「「デコ活」への参画」「取得財産の適正管理」な

ど、補助事業者と同様の義務を負うことを確認する書類（契約書等）の提示ができること。

（注１）事業継承者は、当該住宅に住民票を移し、処分制限期間中、専ら自ら居住する予定の個人であること。

（注２）上記要件を満たしているか確認するため、無期限の在留資格（「特別永住者」「永住者」「高度専門職２号」のいずれか）を

証明する公的な書類の提出を求めることがある。

（注３）ＳＩＩが提供する「財産処分（事業承継）手続きの手引き」を必ず参照の上、関連書類を作成すること。

個人 法人



リノベ

20

３．公募対象及び注意事項

３ｰ１０．交付決定の取消し、補助金の返還、罰則等

補助事業者が関係法令、本公募要領又は交付規程に違反する行為を行ったとＳＩＩが判断した場合、補助金が支払われない場合があるほか、

交付決定の取消し、補助金の返還その他の措置が講じられることがあるため、十分に留意すること。特に、次のいずれかに該当すると認められた

場合には、補助金適正化法等の規定に基づき、交付決定の取消し（同法第１７条）、補助金の返還（同法第１８条）及び加算金の納付（同法第１９

条第１項）を命じるほか、同法第２９条から第３２条までに準拠した刑事罰等の罰則が適用されることがある。

さらに、上記の不正・違反等が明らかになった場合、ＳＩＩは必要に応じて、次の措置を講じることがある。

なお、不正が認められた場合には、関係機関への通報又は刑事告発等の措置が講じられることがある。

① 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けた場合

② 補助金を本事業以外の用途に使用した場合

③ 交付決定日より前に契約又は着工していたことが判明した場合

④ 交付要件（ＺＥＨ水準等）を満たさないことが判明した場合

⑤ 関係法令、本公募要領又は交付規程に違反した場合

⑥ ＳＩＩが執行する補助事業において、一定期間、補助金等の全部又は一部の交付を行わない措置

⑦ ＳＩＩの所管する契約における指名等の対象外とする措置

⑧ 補助事業者等の名称及び不正の内容の公表

個人 法人
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ１１．注意事項

①

事業の遂行について

• 交付決定通知書受領後に補助事業の中止（廃止）を申請した場合、当該年度内に再申請することはできない。

• 補助事業者は、事業を最後まで遂行することを前提として申請すること。なお、事業の辞退又は取り下げが多数発生する事業者については、

次年度以降の申請を受理しない場合がある。

• 環境省からの補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者の申請による事業であること。また、補助事業を遂行するため、

売買、 請負その他の契約をする場合（契約金額１００万円未満のものを除く）にあたっては、環境省からの補助金交付等停止措置又は指名

停止措置が講じられている事業者を相手方とすることはできないので注意すること。

ＵＲＬ ： https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html

②

法令遵守及び責任範囲について

• 本事業の設計を行う事業者、工事を行う建設会社及び施工会社は、建築基準法その他関係法令を遵守すること。

• 補助事業者、施工会社その他関係者間で生じた契約上又は施工上の紛争について、ＳＩＩは関与しない。

③

施工及び技術上の留意事項

• 補助対象となる建材及び設備は、その性能が損なわれないよう適切に施工されていることが確認できること。また、工期に支障が生じない

よう、事前に製品の発注ロット及び納期等を確認しておくこと。

• 断熱改修により気密性能が向上すると室内湿度が上昇し、結露が発生する可能性があるため、適切な換気の確保や生活習慣の改善等に

より結露防止に十分留意すること。結露は木部の劣化やカビ発生の原因となるため、特に注意すること。

④

書類の保存及び情報の取扱いについて

• ＳＩＩに提出する申請書類及び関係書類は、必ず全て保存すること。提出書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後６年間、ＳＩＩ又は

関係機関から求めがあった場合に閲覧に供することができるよう保存しなければならない。

• ＳＩＩに提出された申請及び報告に関する情報は、必要に応じて事前の告知なく国又はＳＩＩにより公表される場合がある。

個人 法人

https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html
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３．公募対象及び注意事項

３ｰ１２．個人情報の取得と利用について

以下に示す個人情報の取得と利用について、同意の上申請すること。

①

個人情報の取得について

• ＳＩＩは執行する令和８年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅・集合住宅のＺＥＨ化・省ＣＯ２化促進事業）（以下「本事業」という。）の実施のため、

以下「②」に記載する情報を本事業の実施期間にわたり取得する。

• これらの取得した情報を、「⑤」に記載する範囲・目的で提供することに、申請者は同意するものとする。ＳＩＩの個人情報保護方針は以下を確認すること。

ＵＲＬ ： https://zehweb.jp/privacy/

②

取得する情報

ＳＩＩは、本事業の実施期間にわたり、以下の情報を取得する。

なお、ＳＩＩに提供する以下の情報に、申請者等が自ら取得した個人情報が含まれる場合、ＳＩＩへの提供及びＳＩＩから国等への提供に対して適切な同意を取得するものとする。

(ア) 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス（以上、連絡窓口含む）、世帯人数、口座情報等の補助事業者情報

(イ) 建設所在地、地域区分、建築区分、年間日射地域区分、工法種別、延床面積等の建築地情報

(ウ) ＺＥＨ種別、外皮平均熱貫流率、冷房期平均日射熱取得率、導入設備種別等の性能情報

(エ) 一次エネルギー消費量（基準値、設計値、実績値）、発電量、売電量、買電量等のエネルギー使用情報及び金額

(オ) その他、本事業に必要な情報

③

利用目的

ＳＩＩは「②」で取得した情報を以下の目的で利用する。

(ア) 公募の審査、管理、連絡

(イ) 公募以降の本事業の審査、管理、事業進捗状況の把握

(ウ) ＳＩＩの各種情報案内、アンケート・調査の実施

(エ) 国及び「⑤」に示す提供先への報告、省エネ・省CO2を目的とした調査・研究

(オ) その他、上記目的に付随する業務を行うため

④

第三者への提供について

• ＳＩＩは「②」で取得した情報を、以下の場合及び「⑤」へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行わない。

• 提供が必要となる場合は、事前に提供先、提供目的及び提供する項目等を明示し、本人の同意を得たものに限る。

(ア) 法令により提供を求められた場合

(イ) 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

(ウ) 国の機関又は地方公共団体又はその委託先を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

個人 法人

https://zehweb.jp/privacy/
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３．公募対象及び注意事項

⑤

本事業における提供先及び利用目的、提供情報について

本事業では、以下の表に示す提供先、利用目的で取得情報を匿名加工は行わずに提供する。各提供先に本事業で取得した情報を提供する場合は、提供元と提供先で

利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、利用規約等の明示を行う。

⑥

匿名加工情報の提供について

• 本事業では、ＳＩＩから直接又はＺＥＨ Ｗｅｂ等を通じて外部の研究機関等に対し、住宅における脱炭素化を支援し、もって２０５０年までのカーボンニュートラル達成に

向けた脱炭素社会の構築を推進することを目的として、「②」に記載する情報を、個人が特定できないよう匿名加工を行った上で提供する場合がある。

• 提供にあたっては、利用目的を確認し、個人を特定する行為を行わないことについて同意を取得するものとする。

• ＳＩＩの匿名加工情報に関する方針については、以下を確認すること。

URL ： https://sii.or.jp/anonymous_processing/index.html

⑦
個人情報提供の任意性

個人情報の提出がなされない場合は、利用目的を遂行できないことがある。

⑧
外部委託

• 「②」で取得した情報については、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対し、利用目的の達成に必要な範囲で委託する場合がある。

• 委託先に対しては、当該情報の適切な取扱い及び保護を行うものとする。

⑨

開示請求等について

ＳＩＩにて、保有している個人データ、個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等に誠実に対応

する。手続きは下記の相談窓口まで連絡すること。請求内容を確認の上、対応する。

＜相談窓口＞ 一般社団法人環境共創イニシアチブ 個人情報取扱管理担当 p-support@sii.or.jp

提供元 提供先 利用目的 提供情報 備考

ＳＩＩ 国
本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO２効果の分析、製
品・サービスの研究開発、その他省エネ・省CO２に資する調査・研究

②（ア）（イ）（ウ）（エ）（オ） －

ＳＩＩ

学校法人、行政
機関、研究開発
を業とする法人・
研究者

住宅における脱炭素化を支援し、もって２０５０年までのカーボンニュート
ラル達成に向けて脱炭素社会の構築の推進に対する学術・研究・調査・
商品/サービス開発

②（ア）のうち、
市区町村までの住所、
（イ）（ウ）（エ）（オ）

－

ＳＩＩ 一般
本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO２効果の分析、
製品・サービスの研究開発、その他省エネ・省CO２に資する調査・研究

②（ア）のうち、
市区町村までの住所、世
帯人数、（イ）（ウ）（エ）（オ）

直接的な個人情報の掲載は
行いません。

https://sii.or.jp/anonymous_processing/index.html
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４．事業のスケジュール及び実施内容

４ｰ１．事業スケジュール

本事業のスケジュールは、以下のとおりとする。

なお、本事業の交付申請は、ＳＩＩが提供する「ＺＥＨポータル」を利用した電子申請で行うこと。

①
ＺＥＨポータルのアカウント発行受付期間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

２０２６年4月２0日（月）～２０２７年１月７日（月）１７時 アカウント発行期間

②
公募期間

２０２６年６月１日（月）１０時～１１月１１日（水）１７時 公募期間

③

交付決定

申請が受理された日から３週間を目途に行う。なお、本事業におけ

る最終交付決定日は２０２６年１２月２日（水）とする。

ただし、申請が集中した場合や、申請内容に関してＳＩＩからの照会

への回答に時間を要した場合等には、交付決定までに要する期間が

延長されることがある。

交付決定（随時採択）

④

事業完了日

本事業における事業完了日とは、補助対象となる改修工事が完了し、

かつ当該工事に係る工事代金の支払いが完了した日をいう。

また、改修した住宅を購入する事業の場合は、住宅購入代金の支払

いが完了し、かつ補助対象住宅の引渡しが行われた日を事業完了日

とする。

なお、最終事業完了日は２０２６年１２月１８日（金）とする。

工事期間

⑤
完了実績報告

事業完了日から１５日以内、又は、２０２６年１２月２５日（金）１７時の

いずれか早い日までに提出すること。
報告期間※

※ 完了実績報告は、２０２６年１０月１日（木）よりＺＥＨポータルにて提出可能となる予定である。完了実績報告の入力フォームが公開されていないため１５日以内に

完了実績報告を提出できない場合は、入力フォームが公開され次第、速やかに提出すること。

補助金支払い完了★

個人 法人
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４．事業のスケジュール及び実施内容

４ｰ２．事業フロー

本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、交付決定通知に記載する交付決定日以降に契約・発注・着工すること。

Ｓ
Ｉ
Ｉ

申
請
者

H
P
に
て
情
報
公
開

Ｚ
Ｅ
Ｈ
ポ
ー
タ
ル

ア
カ
ウ
ン
ト
取
得

交
付
申
請
及
び

添
付
書
類
作
成
～
提
出

公
募
受
付
・審
査

交
付
決
定

事
業
着
手

事
業
及
び
支
払
い
完
了

完
了
実
績
報
告
及
び

添
付
書
類
作
成
～
提
出

確
定
検
査
（審
査
）※

交
付
額
確
定

精
算
払
請
求

補
助
金
支
払

補
助
金
入
金

補助事業の開始～完了 完了実績報告～補助金支払い公募～交付決定 実態調査

定
期
報
告
ア
ン
ケ
ー
ト

デ
ー
タ
収
集
・分
析

※ 必要に応じて、現地検査を行う。

Ｂ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
取
得

工
事
請
負
契
約
又
は

売
買
契
約
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４．事業のスケジュール及び実施内容

４ｰ３．公募～交付決定

公
募
～
交
付
決
定

①

事業の公募

ＳＩＩは、公募期間を定め、先着順に受付けます。

A) 申請の受付は、公募期間内の平日（祝日を除く月曜日から金曜日まで）に限り行い、毎日１７時に受付を締め切るものとし、締切時刻以降に提出された申請は

翌営業日の申請として受け付けるものとする。

B) 公募期間中に申請金額の合計が予算額に達した場合は、当該日の１７時締切時点までに到着した不備又は不足のない申請を対象として抽選を行い、

受付対象を決定するものとする。抽選結果については、申請受理日から１週間以内に申請者に通知するものとする。

C) 申請金額の合計が予算額に達した日の１７時以降は、ＺＥＨポータルによる申請の受付は行わないものとする。

D) ＳＩＩは、申請状況に応じて、受付可能な補助金の残額をＺＥＨ Ｗｅｂにおいて公表することがあるため、申請にあたっての目安とすること。

E) 申請内容に不備又は不足がある場合は、原則として当該申請は受理しないものとする。

②

交付申請

• 申請者は、提出に必要な資料（Ｐ３２～Ｐ３４「提出資料」）を確認の上、ＺＥＨポータルより申請手続きを行うこと。

• ＺＥＨポータルへのアクセス集中により、システムの動作が遅くなる可能性がある。その場合であっても受付時点における到着申請として取り扱うため、

時間に十分余裕をもって申請を行うこと。

• 申請後の申請者の変更は、原則として認めない。なお、事業実施計画に変更の可能性が生じた場合は、あらかじめＳＩＩに報告し、その指示に従うものとする。

③
連絡窓口

• 連絡窓口は、申請内容等に関するＳＩＩからの問い合わせや訂正依頼に担当者が確実に対応できるよう、平日の日中に必ず連絡が取れること。

• 問い合わせは連絡窓口へ行うため、申請者の不利益にならないように対応すること。交付決定通知書等の正式な通知書面は、必ずダウンロードすること。

④
審査

学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定めた審査基準に基づき、応募のあった申請書を審査する。

⑤

採択・交付決定

• ＳＩＩは、審査の結果、交付要件を満たしていることを確認した申請について、予算の範囲内で補助事業として採択し、交付決定を行うものとする。

• 交付決定は、申請内容が適正であると認めた旨を通知するものであり、補助金の交付額を確定するものではない。補助金の交付額は、事業完了後に提出される

完了実績報告の内容を審査した上で確定するものとする。なお、交付決定後であっても、申請内容どおりに事業が実施されない場合、交付要件を満たさない

ことが判明した場合又は適正な事業の実施が認められない場合には、交付決定を取り消すことがある。

• 審査結果については、採択・不採択にかかわらず、申請者及び連絡窓口に対して電子メールにより通知する。採択された申請については、ＺＥＨポータル上で

交付決定通知書を通知するものとする。

• 補助事業者は、交付決定通知後に当該事業者にのみ展開される「事務取扱説明書」を事業着手前に参照し、関係書類の作成及び事業の実施を適切に行うこと。

（注１）交付決定後の申請内容の変更、自己都合による申請の取下げは原則認めない。

（注２）交付の決定について、個別の問い合わせには応じられない。

個人 法人
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４．事業のスケジュール及び実施内容

補
助
事
業
の
開
始
～
完
了

①

事業開始（契約、発注、着工）

• 事業の開始について

A)本事業に係る工事（一連の工事を含む）は、本事業の交付決定通知書に記載する交付決定日以降に契約、発注、着工すること。

B) 交付決定日より前に本事業に係る契約及び着手をしていないことを証明するため、契約締結日が明記された工事請負契約書又は売買契約書を

完了実績報告時に提出すること。

C) 完了実績報告の提出書類作成にあたっては、ＺＥＨポータルより「事務取扱説明書」をダウンロードして内容を熟読し、当該手順に沿って作成すること。

• 事業の計画変更について

D) 申請内容の変更は原則認めない。やむを得ず交付申請時の計画を変更する可能性が生じた場合、必ず事前にその内容をＳＩＩへ報告し、指示に従うこと。

②

事業完了（工事・支払い完了）

• 本事業における事業完了日とは、補助対象となる改修工事が完了し、かつ当該工事に係る工事代金の支払いが完了した日をいう。

• 改修した住宅を購入する事業の場合は、住宅購入代金の支払いが完了し、かつ補助対象住宅の引渡しが行われた日を事業完了日とする。

• 本事業に係る一連の工事の支払いは、原則現金払い（金融機関による振込）とすること。手形払い等、不渡り、減額等が発生する可能性のある支払い方法は

不可とする。

• 補助対象外の工事であっても同じ契約内のもの、別契約であっても工事範囲が重複しているものは一連の工事として全ての工事が完了するまで事業完了と

しないので注意すること。

完
了
実
績
報
告
～
補
助
金
支
払
い

①

完了実績報告

• 補助事業者は、事業完了日から１５日以内、又は、2026年12月25日17時のいずれか早い日までに完了実績報告をＺＥＨポータルより提出すること。

• ＳＩＩは、完了実績報告の提出を受け、申請内容に係る工事等の審査を行い、内容が適正であると認めた時、補助金の交付を確定し、補助事業者及び連絡窓口に

その旨を通知する。

• 提出期日に遅れた場合は、本事業への申請を取下げたものとみなす。

②

確定検査（審査）

• 確定検査は、補助事業がその目的に適して公正に実施されているかを確認し、補助金の額を確定するために行う検査である。

• 確定検査に合格しない場合は補助金の交付ができないだけでなく、交付決定の取消しの対象となる場合があり、さらに不正行為等が認められた場合は処罰の

対象となるため、事業の遂行にあたっては細心の注意を払う必要がある。

• ＳＩＩは必要に応じて現地調査を行うため、その際は協力しなければならない。

③
精算払請求

補助事業者は精算払請求書をＳＩＩへ提出すること。

④
補助金支払い

補助事業者は、補助金の額の確定後、「精算払請求書」をＳＩＩに提出し、ＳＩＩは「精算払請求書」の受領後、補助事業者に補助金を支払います。

４ｰ４．補助事業の開始～補助金支払い 個人 法人
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４．事業のスケジュール及び実施内容

４ｰ５．定期報告アンケート

本事業は、省ＣＯ２効果等の情報の取得及び分析についても事業の目的としている。

補助事業完了後、補助事業者もしくは事業承継者が下記の報告を行うことは補助金の交付要件である。報告がなされない場合は、補助金の交付決定

の取消し又は返還を求める場合がある。

なお、報告内容については、個人情報を除いた上で国又はＳＩＩから公表する場合がある。

定期報告アンケート（ＺＥＨリノベ実態調査）

• 補助事業者は、補助事業完了後２年間（事業継承者にあっては入居後から２年間）、当該住宅における実際のエネルギー消費実態等を
定量的に把握・検証することを目的として、ＳＩＩが実施する「定期報告アンケート（エネルギー使用データ等の報告）」に協力し、
回答すること。

• 報告は、ＰＣ、スマートフォン又はタブレット端末等のインターネットに接続可能な機器を使用して行うものとする。

• 必要に応じて、他のアンケート調査、省ＣＯ２効果検証のための計測又は取材等への協力を求める場合がある。

• 報告先が変更される場合は、あらかじめ通知するものとする。

個人申請及び法人申請（買取再販事業者以外）

実施
回数

実施時期 報告対象期間

第１回 ２０２７年１１月頃 ２０２７年４月 ～ ２０２７年９月

第２回 ２０２８年５月頃 ２０２７年１０月 ～ ２０２８年３月

第３回 ２０２８年１１月頃 ２０２８年４月 ～ ２０２８年９月

第４回 ２０２９年５月頃 ２０２８年１０月 ～ ２０２９年３月

法人申請（買取再販事業者）

入居時期 報告対象期間

補助金入金後 ～ ２０２７年 ３月 ２０２７年 ４月 ～ ２０２９年 ３月

２０２７年 ４月 ～ ２０２８年 ３月 ２０２８年 ４月 ～ ２０３０年 ３月

２０２８年 ４月 ～ ２０２９年 ３月 ２０２９年 ４月 ～ ２０３１年 ３月

個人 法人
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５ｰ１．交付申請の流れ

５ｰ２．提出書類

5. 交付申請と提出書類
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５．交付申請と提出書類

５ｰ１．交付申請の流れ

本事業の交付申請は、ＺＥＨポータルより受け付ける。申請方法の手順は以下のとおりとする。

公募要領の確認

ＺＥＨポータル
より申請

公募要領の内容をよく確認する。

（注）書類不備は不受理・不採択の要因となり得るので留意する。

• ＺＥＨ Ｗｅｂよりアカウント発行依頼書をダウンロードする。

• 必要事項を入力し、ＳＩＩへ提出する。

• なお、ＺＥＨポータルのアカウントを取得済みの場合は、本対応は不要である。

• ＺＥＨ Ｗｅｂより様式をダウンロードする。

• 指定様式に必要事項を入力の上、自由書式及び添付書類を取りそろえる。

• 「提出書類一覧」に従ってデータをとりまとめる。

• 作成したＥｘｃｅｌ、ＰＤＦデータは控えとして整理・保管する。

アカウント登録後に発信されるメールに記載のＵＲＬよりＺＥＨポータルにログインする。

公募期間内にＺＥＨポータルへ必要事項を全て入力した上で、書類の電子データ（Excel、PDF等）を

ＺＥＨポータルにアップロードし申請する。

ＺＥＨポータル
アカウント登録

交付申請及び
添付書類作成

ＺＥＨポータル
へのログイン

個人 法人
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５．交付申請と提出書類

５ｰ２．提出書類

ＺＥＨポータルにログインし、申請に必要な情報の入力及び提出資料をアップロードすること。

• 提出する書類・写真の名称については「提出資料」を参照し、判別できるようにして提出すること。

• 本事業の交付申請は、ＳＩＩが提供する「ＺＥＨポータル」を利用した電子申請のため、紙媒体での書類提出は一切受け付けない。

誤って提出資料等をＳＩＩに郵送した場合、個人情報保護の観点から、事前の通知なく速やかに機密破棄する。誤郵送に対するＳＩＩ

からの受領連絡や確認は一切行わず、書類の破棄及び原本の喪失によって生じた損害について、ＳＩＩは一切の責任を負わないものと

する。ただし、ＳＩＩによる破棄処理前に申請者から明確な返却の申し出があった場合に限り、例外として着払いにて返送する。

No. 提出資料 区分 形式 添付タイプ 内容

申
請
者
情
報
に
関
す
る
書
類

① 実施計画書兼補助金額算出表 ● Excel 実施計画書 ＳＩＩ定型様式［R8R００１］であること。

② 本人確認書類 ● PDF 本人確認書類

• 運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード（マイナンバーカード）
（表面）※１、健康保険資格確認書※２、日本国パスポート※３、特別永住
者証明書、在留カード※４、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳、印鑑登録証明書のいずれか１つ（複数の添付は不要）。

• 有効期限内のもの（印鑑登録証明書の場合は発行日が申請日より
３か月以内のもの）。

• 申請時点の住所が記載されているもの。

凡例 ●：提出必須の資料 ○：申請内容に該当する場合のみ資料を提出

（注）アップロードするファイルに圧縮やパスワード付加を行わないこと。

※１ 裏面のマイナンバー（個人番号）は提出不要。マイナンバー（個人番号）が提出され、マスキングされていない場合、ＳＩＩは受理せず、不備として差し戻す。

 また、マイナンバー通知カードは不可。

※２ 保険者番号、被保険者等記号・番号及びＱＲコード＊はマスキングして提出すること(マスキングされていない場合、ＳＩＩは受理せず、不備として差し戻す)。

※３ ２０２０年２月４日以降に発行されたものは不可。

※４ 在留カードの場合は「永住者」又は「高度専門職２号」のみ対象とする。

＊ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標である。

個人
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５．交付申請と提出書類

凡例 ●：提出必須の資料 ○：申請内容に該当する場合のみ資料を提出個人

（注）アップロードするファイルに圧縮やパスワード付加を行わないこと。

No. 提出資料 区分 形式 添付タイプ 内容

住
宅
に
関
す
る
書
類

③ 建物登記事項証明書 ● PDF 建物登記事項
• 家屋の用途（種類）が「居宅」であること。
• 「居宅」でない場合、建築士が記名・押印した用途変更に関する

理由書・誓約書を添付すること。

④ 検査済証 ● PDF 検査済証等
検査済証の現物がない場合は、当該物件を所管する行政庁にて
発行される「台帳記載事項証明書」を提出すること。

⑤

建築図面等

平面図兼配置図 ● PDF 平面図兼配置図
• ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。
• 集合住宅の住戸の場合は、対象住戸の位置がわかるように図面に

表記すること。

⑥ 立面図 ● PDF 立面図 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑦ 矩計図・断面図 ● PDF 矩計図・断面図 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑧ 求積図・求積表 ● PDF 求積 ー

性
能
に
関
す
る
書
類

⑨ 一次エネルギー消費量計算結果（ＷＥＢプログラム） ● PDF エネルギー計算書 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑩ 外皮性能計算書 ● PDF 外皮計算書

• ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。
• 外皮計算は、標準計算ルートにより算出すること。
• 部位ごとの外皮面積（外壁・窓・屋根・天井・床・基礎）とその基となる

求積図及び求積表を添付すること。

⑪ 現況性能証明書 ○ PDF 現況性能証明書

• ２０１６年４月１日以降に建築された住宅の場合、提出すること。
• ＳＩＩ定型様式［R8R００２］であること。
• BELS、省エネ基準適合判定通知書、又は建築士が記名・押印した

現況の省エネルギー性能計算書のいずれかを添付すること。
• 本事業と連携するZEH診断事業の「診断結果報告書」をもって

本資料に代えることができる。
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５．交付申請と提出書類

No. 提出資料 区分 形式 添付タイプ 内容

申
請
者
情
報
に
関
す
る

書
類

① 実施計画書兼補助金額算出表 ● Excel 実施計画書 ＳＩＩ定型様式［R8R００１］であること。

② 法人登記事項証明書 ● PDF 法人登記
• 個人事業主の場合は、個人事業開業届出済証明書。
• 発行日が申請日より３か月以内のもの。

③ 宅地建物取引業免許証 ○ PDF 宅建免許証

• 買取再販事業者の場合、提出すること。
• 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム［宅地建物取引業者

検索］より、「宅地建物取引業者の詳細」を提出すること。
• 有効期限内のもの。

住
宅
に
関
す
る
書
類

④ 建物登記事項証明書 ● PDF 建物登記事項
• 家屋の用途（種類）が「居宅」であること。
• 「居宅」でない場合、建築士が記名・押印した用途変更に関する

理由書・誓約書を添付すること。

⑤ 検査済証 ● PDF 検査済証等
検査済証の現物がない場合は、当該物件を所管する行政庁にて
発行される「台帳記載事項証明書」を提出すること。

⑥

建築図面等

平面図兼配置図 ● PDF 平面図兼配置図
• ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。
• 集合住宅の住戸の場合は、対象住戸の位置がわかるように図面に

表記すること。

⑦ 立面図 ● PDF 立面図 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑧ 矩計図・断面図 ● PDF 矩計図・断面図 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑨ 求積図・求積表 ● PDF 求積 ー

性
能
に
関
す
る
書
類

⑩ 一次エネルギー消費量計算結果（ＷＥＢプログラム） ● PDF エネルギー計算書 ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。

⑪ 外皮性能計算書 ● PDF 外皮計算書

• ＢＥＬＳ申請するものと同じ書類を提出すること。
• 外皮計算は、標準計算ルートにより算出すること。
• 部位ごとの外皮面積（外壁・窓・屋根・天井・床・基礎）とその基となる

求積図及び求積表を添付すること。

⑫ 現況性能証明書 ○ PDF 現況性能証明書

• ２０１６年４月１日以降に建築された住宅の場合、提出すること。
• ＳＩＩ定型様式［R8R００２］であること。
• BELS、省エネ基準適合判定通知書、又は建築士が記名・押印した

現況の省エネルギー性能計算書のいずれかを添付すること。
• 本事業と連携するZEH診断事業の「診断結果報告書」をもって

本資料に代えることができる。

凡例 ●：提出必須の資料 ○：申請内容に該当する場合のみ資料を提出

（注）アップロードするファイルに圧縮やパスワード付加を行わないこと。

法人



【お問い合わせ先】

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） ＺＥH事務局

TEL：０３－６２２８ー４０４７

   ※ 受付時間は、１０：００～１７：００ （土日祝日を除く） 。
   ※ 通話料がかかりますので、ご注意ください。
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